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発議第１号 

 

庄原市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 109条第６項及び庄原市議会会議規則第 14条第

２項の規定により、別紙のとおり条例案を提出する。 

 

 

  令和８年３月 23日 

 

庄原市議会議長 様 

 

                        提出者 議会運営委員会 

                            委員長 近藤 久子 
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（提案理由） 

庄原市行政組織条例の一部改正に伴い、常任委員会の名称及びその所管事項の改正を行

おうとするものである。 
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庄原市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

庄原市議会委員会条例（平成 17 年庄原市条例第 220 号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第２項第１号中「総務常任委員会」を「総務経営常任委員会」に改め、同項第

３号中「企画建設常任委員会」を「産業建設常任委員会」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

常任委員会の名称 所管 

総務経営常任委員会 総務部、経営政策部、会計課、選挙管理委員会、監査委

員事務局、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議

会事務局の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所

管に属しない事項 

教育民生常任委員会 市民部、健康福祉部、教育委員会及び西城市民病院の所

管に属する事項 

産業建設常任委員会 産業振興部、建設部及び農業委員会の所管に属する事項 

予算決算常任委員会 予算及び決算に関する事項 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月 1日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に改正前の庄原市議会委員会条例（以下「改正前の条例」とい

う。）の規定に基づき次の表の左欄に掲げる常任委員会（以下「旧常任委員会」という。）

の委員長、副委員長又は委員に選任され、又は互選されている者は、改正後の庄原市議会

委員会条例（以下「改正後の条例」という。）の規定に基づきそれぞれ同表の当該右欄に

掲げる常任委員会（以下「当該新常任委員会」という。）の委員長、副委員長又は委員に

選任され、又は互選されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定に基づき各旧

常任委員会の委員長、副委員長又は委員にそれぞれ選任され、又は互選されている者の残

任期間とする。 

総務常任委員会 総務経営常任委員会 

企画建設常任委員会 産業建設常任委員会 

３ この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定に基づき各旧常任委員会に付議されて

いる事件は、改正後の条例の規定に基づき当該新常任委員会にそれぞれ付議されたもの

とみなす。 

４ この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定に基づき各旧常任委員会の所管事務に

係る閉会中の継続調査に付されている事項は、改正後の条例の規定に基づき当該新常任

委員会の閉会中の継続調査にそれぞれ付された事項とみなす。 



 - 4 - 

発議第１号参考資料 

庄原市議会委員会条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

改   正   案 現        行 

第１条 略 

 

第１条 略 

（常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその

所管） 

（常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその

所管） 

第２条 略 第２条 略 

２ 略 ２ 略 

(１) 総務経営常任委員会 ６人 (１) 総務常任委員会   ６人 

(２) 略 (２) 略 

(３) 産業建設常任委員会 ６人 (３) 企画建設常任委員会 ６人 

(４) 略 (４) 略 

３ 略 ３ 略 

  

第３条～第31条 略  第３条～第31条 略 

 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 常任委員会の名称 所管   常任委員会の名称 所管  

 総務経営常任委員会 総務部、経営政策部、

会計課、選挙管理委員

会、監査委員事務局、

公平委員会、固定資産

評価審査委員会及び議

会事務局の所管に属す

る事項並びに他の常任

委員会の所管に属しな

い事項 

  総務常任委員会   総務部      、

会計課、選挙管理委員

会、監査委員事務局、

公平委員会、固定資産

評価審査委員会及び議

会事務局の所管に属す

る事項並びに他の常任

委員会の所管に属しな

い事項 

 

 教育民生常任委員会 市民部、健康福祉部、

教育委員会及び西城市

民病院の所管に属する

事項 

  教育民生常任委員会 生活福祉部    、

教育委員会及び西城市

民病院の所管に属する

事項 

 

 産業建設常任委員会 産業振興部、建設部   

 及び農業委員会の所

管に属する事項 

  企画建設常任委員会 企画振興部、環境建設

部及び農業委員会の所

管に属する事項 

 

 予算決算常任委員会 予算及び決算に関する

事項 

  予算決算常任委員会 予算及び決算に関する

事項 
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改   正   案 現        行 

  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和８年４月1日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例の施行の際、現に改正前の庄原市議会委員会

条例（以下「改正前の条例」という。）の規定に基づき

次の表の左欄に掲げる常任委員会（以下「旧常任委員

会」という。）の委員長、副委員長又は委員に選任さ

れ、又は互選されている者は、改正後の庄原市議会委員

会条例（以下「改正後の条例」という。）の規定に基づ

きそれぞれ同表の当該右欄に掲げる常任委員会（以下

「当該新常任委員会」という。）の委員長、副委員長又

は委員に選任され、又は互選されたものとみなし、その

任期は、改正前の条例の規定に基づき各旧常任委員会の

委員長、副委員長又は委員にそれぞれ選任され、又は互

選されている者の残任期間とする。 

 

 総務常任委員会 総務経営常任委員会      

 企画建設常任委員会 産業建設常任委員会      

３ この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定に基づ

き各旧常任委員会に付議されている事件は、改正後の条

例の規定に基づき当該新常任委員会にそれぞれ付議され

たものとみなす。 

 

４ この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定に基づ

き各旧常任委員会の所管事務に係る閉会中の継続調査に

付されている事項は、改正後の条例の規定に基づき当該

新常任委員会の閉会中の継続調査にそれぞれ付された事

項とみなす。 
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発議第２号 

 

 

非核三原則の堅持を求める意見書 

 

 

 このことについて、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 99条及び庄原市議会会議規

則第 14条第２項に基づき、別紙のとおり提出する。 

 

 

  令和８年３月 23日 

 

庄原市議会議長 様 

 

提出者 総務常任委員会 

委員長 五島 誠    
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（提案理由） 

我が国が唯一の戦争被爆国であることを踏まえ、長年国是として堅持されてきた非核三

原則を引き続き堅持するよう求め、意見書を提出するものである。  
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非核三原則の堅持を求める意見書 

 

 我が国は、広島及び長崎への原子爆弾投下により甚大な被害を受けた世界唯一の戦争

被爆国である。とりわけ広島県に位置する本市にとって、被爆の歴史は決して風化させ

てはならない重い教訓であり、平和の尊さを次世代へ継承していくことは重要な責務で

ある。 

 

こうした歴史的背景のもと、我が国は「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」と

いう非核三原則を国是として掲げ、長年にわたり堅持することで、我が国が平和国家と

して歩む姿勢を内外に示してきたものである。 

 

国際情勢が複雑化する今日においても、核兵器のない世界の実現は人類共通の願いで

あり、我が国がこれまで積み重ねてきた平和への取り組みは極めて重要である。 

 

よって、国におかれては、非核三原則を引き続き堅持し、平和国家としての立場を堅

持されるよう要望する。 

 

以上、地方自治法第 99条の規定に基づき、意見書を提出する。 

 

  令和８年３月 23日 

 

広 島 県 庄 原 市 議 会 

 


